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自
衛
隊
法
施
行
令
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昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
関
係
）

１
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○

自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
休
学
の
期
間
及
び
効
果
）

（
休
学
の
期
間
及
び
効
果
）

第
六
十
一
条

（
略
）

第
六
十
一
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

休
学
者
は
、
学
生
（
法
第
三
十
三
条
に
規
定
す
る
学
生
を
い
う
。
第
百
二

３

休
学
者
は
、
学
生
（
法
第
三
十
三
条
に
規
定
す
る
学
生
を
い
う
。
第
百
二

十
条
の
三
第
一
項
、
第
百
二
十
条
の
十
九
第
二
号
、
第
百
二
十
条
の
二
十
及

十
条
の
三
第
一
項
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
又
は
陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学

び
第
百
二
十
条
の
二
十
二
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
又
は
陸
上
自
衛
隊
高
等

校
の
生
徒
（
法
第
二
十
五
条
第
五
項
の
教
育
訓
練
を
受
け
て
い
る
者
を
い
う

工
科
学
校
の
生
徒
（
法
第
二
十
五
条
第
五
項
の
教
育
訓
練
を
受
け
て
い
る
者

。
次
条
第
二
項
及
び
第
八
十
七
条
の
三
十
五
第
一
項
に
お
い
て
「
生
徒
」
と

を
い
う
。
次
条
第
二
項
及
び
第
八
十
七
条
の
三
十
五
第
一
項
に
お
い
て
「
生

い
う
。
）
と
し
て
の
身
分
を
保
有
す
る
が
、
学
業
に
就
く
こ
と
が
で
き
な
い

徒
」
と
い
う
。
）
と
し
て
の
身
分
を
保
有
す
る
が
、
学
業
に
就
く
こ
と
が
で

。

き
な
い
。

４

（
略
）

４

（
略
）

（
委
任
規
定
）

（
委
任
規
定
）

第
百
二
十
条
の
十
八

（
略
）

第
百
二
十
条
の
十
八

（
略
）

（
留
学
）

第
百
二
十
条
の
十
九

法
第
九
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め

（
新
設
）

る
研
修
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
と
し
て
防
衛
大
臣
が

定
め
る
研
修
と
す
る
。

一

将
来
就
く
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
幹
部
自
衛
官
（
三
等
陸
尉
、
三
等
海
尉

及
び
三
等
空
尉
以
上
の
自
衛
官
を
い
う
。
）
と
し
て
の
職
務
の
遂
行
に
必
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要
な
知
識
及
び
技
能
を
修
得
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

法
第
九
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
学
生
（
次
条
及
び
第
百
二
十

条
の
二
十
二
に
お
い
て
単
に
「
学
生
」
と
い
う
。
）
の
同
項
の
同
意
が
あ

ら
か
じ
め
書
面
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
留
学
を
命
ず
る
学
生
に
対
し
て
明
示
す
べ
き
事
項
）

第
百
二
十
条
の
二
十

防
衛
大
臣
は
、
法
第
九
十
九
条
の
二
第
一
項
の
同
意
を

（
新
設
）

得
る
と
き
は
、
当
該
学
生
に
対
し
て
、
同
項
に
規
定
す
る
留
学
（
以
下
単
に

「
留
学
」
と
い
う
。
）
が
同
項
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
期
間
内
に
離
職

し
た
場
合
に
は
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
を
国
に
償
還
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
旨
を
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

防
衛
大
臣
は
、
学
生
に
留
学
を
命
ず
る
と
き
は
、
当
該
学
生
に
当
該
留
学

の
期
間
を
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
留
学
費
用
）

第
百
二
十
条
の
二
十
一

法
第
九
十
九
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
政

（
新
設
）

令
で
定
め
る
費
用
（
次
条
に
お
い
て
「
留
学
費
用
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に

掲
げ
る
費
用
と
す
る
。

一

国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
十

四
号
）
に
よ
る
旅
費

二

防
衛
大
学
校
に
相
当
す
る
外
国
の
軍
隊
の
教
育
機
関
の
課
程
に
在
学
し

て
当
該
課
程
を
履
修
す
る
た
め
に
当
該
教
育
機
関
に
対
し
て
支
払
う
費
用

三

前
号
の
課
程
に
在
学
し
て
当
該
課
程
を
履
修
す
る
上
で
必
要
な
教
育
を

受
け
る
た
め
に
同
号
の
教
育
機
関
以
外
の
者
に
対
し
て
支
払
う
費
用

（
償
還
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
に
対
す
る
通
知
）
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第
百
二
十
条
の
二
十
二

防
衛
大
臣
は
、
留
学
を
命
ぜ
ら
れ
た
学
生
が
法
第
九

（
新
設
）

十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
償
還
（
以
下
単
に
「
償
還
」
と
い
う
。

）
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
離
職
を
し
た
こ
と
を
知
つ
た
と
き
は
、
速
や
か

に
、
当
該
者
に
対
し
、
当
該
留
学
の
名
称
及
び
期
間
、
当
該
留
学
の
た
め
に

国
が
支
出
し
た
留
学
費
用
の
総
額
、
償
還
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
金
額
そ

の
他
必
要
な
事
項
を
書
面
に
よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
自
衛
官
と
し
て
の
在
職
期
間
に
応
じ
て
逓
減
す
る
率
）

第
百
二
十
条
の
二
十
三

法
第
九
十
九
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
政

（
新
設
）

令
で
定
め
る
率
は
、
九
十
六
月
か
ら
同
号
に
規
定
す
る
自
衛
官
に
任
用
さ
れ

る
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
た
自
衛
官
と
し
て
の
在
職
期
間
の
月
数
を
控
除
し

た
月
数
を
九
十
六
で
除
し
て
得
た
率
と
す
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
自
衛
官
と
し
て
の
在
職
期
間
の
月
数
の
計
算
に
つ
い
て

は
、
暦
に
従
つ
て
計
算
し
、
一
月
に
満
た
な
い
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ

れ
を
一
月
と
す
る
。

３

第
一
項
に
規
定
す
る
自
衛
官
と
し
て
の
在
職
期
間
に
は
、
第
百
二
十
条
の

十
五
第
二
項
各
号
（
第
五
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
期
間
を
含
ま
な
い
も
の

と
す
る
。

４

国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
等
に
対
す
る
協
力
に
関
す
る
法
律
第
二
十
七
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
た
自
衛
官
、
国
際
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る

防
衛
省
の
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派

遣
さ
れ
た
隊
員
及
び
国
と
民
間
企
業
と
の
間
の
人
事
交
流
に
関
す
る
法
律
第

二
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

交
流
派
遣
を
さ
れ
た
隊
員
に
関
す
る
前
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

派
遣
先
の
機
関
の
業
務
を
公
務
と
み
な
す
。

５

次
条
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
離
職
し
た
自
衛
官
の
う
ち
引
き
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続
き
一
般
職
国
家
公
務
員
等
（
法
第
四
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
一
般
職

国
家
公
務
員
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
同
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
し

て
在
職
し
た
後
、
引
き
続
い
て
自
衛
官
と
し
て
採
用
さ
れ
た
者
（
一
の
一
般

職
国
家
公
務
員
等
と
し
て
在
職
し
た
後
、
引
き
続
き
一
以
上
の
一
般
職
国
家

公
務
員
等
と
し
て
在
職
し
、
引
き
続
い
て
自
衛
官
と
し
て
採
用
さ
れ
た
者
を

含
む
。
）
が
離
職
し
た
場
合
又
は
同
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
離
職
し

た
自
衛
官
の
う
ち
引
き
続
き
一
般
職
国
家
公
務
員
等
と
し
て
在
職
す
る
者
（

一
の
一
般
職
国
家
公
務
員
等
と
し
て
在
職
し
た
後
、
引
き
続
き
一
以
上
の
一

般
職
国
家
公
務
員
等
と
し
て
在
職
す
る
者
を
含
む
。
）
が
当
該
一
般
職
国
家

公
務
員
等
で
な
く
な
つ
た
場
合
（
引
き
続
い
て
自
衛
官
と
し
て
採
用
さ
れ
る

場
合
及
び
引
き
続
き
当
該
一
般
職
国
家
公
務
員
等
以
外
の
一
般
職
国
家
公
務

員
等
と
し
て
在
職
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
お
け
る
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま

で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
離
職
し

た
後
に
お
け
る
一
般
職
国
家
公
務
員
等
と
し
て
在
職
し
た
期
間
を
自
衛
官
と

し
て
在
職
し
た
期
間
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
掲
げ
る

期
間
」
と
あ
る
の
は
、
「
掲
げ
る
期
間
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
四

十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
一
般
職
国
家
公
務
員
等
と
し
て
の
在
職
し
た
期

間
が
自
衛
官
と
し
て
在
職
し
た
期
間
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
第
百
二

十
条
の
十
五
第
二
項
各
号
（
第
五
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
期
間
に
相
当
す

る
期
間
」
と
す
る
。

（
償
還
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
離
職
に
含
ま
な
い
場
合
）

第
百
二
十
条
の
二
十
四

法
第
九
十
九
条
の
二
第
二
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め

（
新
設
）

る
場
合
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

公
務
に
よ
る
災
害
の
た
め
心
身
に
故
障
を
生
じ
、
法
第
四
十
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
退
校
に
さ
れ
た
場
合
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二

任
命
権
者
の
要
請
に
応
じ
一
般
職
国
家
公
務
員
等
と
な
る
た
め
離
職
し

た
場
合

（
委
任
規
定
）

第
百
二
十
条
の
二
十
五

第
百
二
十
条
の
十
九
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の

（
新
設
）

の
ほ
か
、
償
還
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
に
対
す
る
通
知
の
様
式
そ
の
他

償
還
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
防
衛
大
臣
が
定
め
る
。


